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退職制度等の変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、人材確保及びより円滑な技術継承を目的として、標記の件について決定しましたのでお知らせい

たします。 

 

記 

 

１．変更の概要 

(1)早期退職優遇制度について 

当社においては、平成 7 年度以降、50 歳から 55 歳に達する者を対象とした早期退職優遇制度を

導入しておりますが、予定どおり平成 23 年度をもって適用を終了します。 

ただし、平成 24 年度から 28 年度までの間は、経過措置として、58 歳に達する者を対象とした早

期退職制度を設定することとします。 

 

(2)再雇用制度について 

当社においては、定年退職した者を退職日の翌日から年金満額支給開始年齢まで再び会社に雇用

する制度（再雇用制度）を設定しております。この制度の対象は、平成 18 年度以降 23 年度までの

定年退職者としておりますが、平成 24 年度以降の定年退職者を対象とする再雇用制度を新たに設定

することとします。 

 

(3)定年退職について 

当社においては、現行、定年を「60 歳」としておりますが、平成 21 年度より、定年を「60 歳に

達する日の属する年度の翌年度の７月末日」に統一することとします。 

なお、経過措置として、平成 21 年４月１日から平成 24 年３月 31 日までの間に 60 歳に達する者

については、60 歳に達する日の属する月の末日に退職する場合においても、定年退職と同様の取扱

いとすることができることとします。 

 

２．その他 

上記の見直し等に伴う過去勤務債務の増加額は約 29 億円と見込んでおり、今期において特別損失

として一括計上する予定であります。 

以 上 


